
○語尾

通常の法令用語 主語が県 主語が県民・事業
者等

否定 法律上の権利又は
能力がないことを表
す（罰則規定は設け
られない。）

～することができ
ない

～することができ
ません

～することができ
ません

不作為の義務
づけ

（罰則を設けられる
ことがある。）

～してはならない ～してはいけませ
ん

～してはいけませ
ん

一定の行為が
可能

するかしないかの裁
量権を与える場合と
行為をする権利又
は能力を与える場
合がある。

～することができ
る

～することができ
ます

～することができ
ます

一定の行為の
義務づけ

裁量の余地を与え
ない場合

～しなければなら
ない

～します ～しなければいけ
ません

弱い義務づけ 原則や方針を示す
場合。（解釈として、
合理的な理由があ
ればしなくても良い
という意味も出てく
るので、用い方に注
意）

～するものとする ～します ～するものとしま
す

努力義務 努力を強く求める場
合

～努めなければ
ならない

～努めます ～努めなければい
けません

〃 そのように努力して
いくことを原則や方
針とする場合

～努めるものとす
る

～努めます ～努めるものとし
ます

条例案での語尾の使い方


